
慧琳経音義所拠之字書説

望 月 眞 澄

0;は じめ に

南 通 の黄 埣伯(1$99-1970)の 『慧 琳 一 切経 音 義 反切 孜 』(1931年 中央 研 究

院歴 史 語 言研 究 所専 刊6)の 巻 一 に 「慧琳 経 音 義所 拠 之 韻 書 説 」(以 下 、

「韻書 説 」 と略称)が あ る。本 稿 もこれ に な ら つて表 題 の テ ー マ で 少 し論

じてみ た い 。

1;「 韻書説」の議論

黄淳伯 は 「韻書説」 で次の ように説 く(文 意 を尊重 し適宜 、省略 ・補説

を した)。

唐 の 貞元 ・元和 の 間(785-82Q)、 西 明寺 の僧 、慧 琳(737-820)が 大 蔵音

義100巻 を撰 す る に 当 って天 宝 時(742-'155)の 元廷 堅 の作 っ た 『韻 英 』 を

採 用 した 。 そ れ は 『経 音 義 』 開巻 の 注 に 臼 覆載}敷 務 反 、 見 韻 英.秦 音

寧 ・ 諸 字 書 音 為 敷 救 反 ・ 呉 楚 之s'f_FZ也」 とあ る と こ ろ か ら、 『韻 英 』 の 準 拠

した反切 は 、 当時 の 関 中音 で あ り、今 、1100年 前 の関 中 音 を窺 うとす る と

きに 『経 音 義 』 は実 に その奥 深 い蔵 で あ る.だ が 、 『経 音 義 』 の 用 い た 反

切 が 、い っ た い純 然 た る廷 堅 『韻 英 』 であ るの か 、 また 、 『韻 英 』 とそ の

他 の 韻書 との 関 係 は どの よ うな もの か 、 なお討 論 を待 た ね ば な らない。

『経音 義 』 の 序 文 で景 審 が 、

「古 来 の反 切 は採 用 せ ず 、現 代 音 は 、最 近 の元 廷 堅 の 『韻 英 』 と張餓 の

『考声 切 韻』 に採 用 した」 とす る以上 は、 『経 音義 』 の採 用 した音切 は 『韻

英 』・『考 声 切 韻』 とな る。

一 方
、王 国維 先生(1877-1927)の 「張獣 は偽 周(090--704)時 代 の 人、唐 代

の 現 代 音 を根 拠 に韻書 と した もの は この張餓 か らで 、『韻 英 』 も これ に基

づ い た.」(『 観 堂 集 林』 「天宝 韻英 ・陳廷 堅 韻 英 ・張餓 考声 切 韻 ・武 玄 之韻

鐙 」)の 説 も、 景審 の序 文 か らす れ ば この よ うに推 論 す る しか な い だろ う。

と ころで 慧琳 注 で 秦音 ・呉1を 区 別 して い う と き、『韻 英 』 は持 ち 出 す



132

が 『考声切 韻 』 『韻鐙 』 に一 度 も言 及 しない の は不 思 議 で あ る。『考声切 韻』

もまた 、当 時行 われ た 『切 韻 』系 統 の増 注 本 の類 なの だ ろ うか 、 だ か ら慧

琳 は そ の訓 詰 に は徴 す る もの 、音 に言 及 しなか った のか 。か つ また 、一書

の音 に注 をす る 時 に は、一 貫 性 が求 め られ る の に対 して 、訓 詰 が 広 く意 味

を徴 す るの と性 格 が 異 なるか らだ ろ うか 。

『経音 義 』 の景 審 序 文 で は 、「『経 音 義』 の音切 は 、元廷 堅 と張獣 の書 に

拠 る」 と 言 うが 、 『経 音 義 』 の注 で はっ き りと、 その 名 を指 定 す る の は 専

ら廷 堅 「韻 英 』 で あ る と言 っ た ほ うが よい 。

元 廷 堅 『韻 英 』 が 、先 人 の著 録 に見 られ るの は、次 の2書 で あ る。

ア;『 南 部 新書 』(宋 、銭易 撰.10巻.唐 ・五代 の典籍 の考証 も含 む)

「天宝 の 時 、廷 堅 『韻 英 』10巻 」

イ;『 大 平 広 記』(北 宋 、李 助 ら978年 撰.500巻)第460禽 鳥1、 鳳{元 廷 堅}

「元廷 堅 が官 を退 いて 、 山で 読書 を して い る と、多 くの 鳥

の王 者 が飛 んで きて 、廷 堅 に音 律 ・清 濁 ・文 字 ・音 義 を

教 えた.廷 堅 はの ちに翰 林 で 「韻 英』10巻 を撰 した」

張 翫 の 『考声 切 韻 』 はそ の帰 趨 は不 明 であ るが 、廷 堅 『韻 英 』 は独創 的

な もの で あ り、少 しも他 書 に依存 す る点が ない ので あ る 。

ただ 、 『玉 海 』巻45「 唐 韻英 」 の 項 目に、廷 堅 の 時 に は 、

ア;玄 宗 『韻英 』5巻(『 唐 書 ・芸 文志 』 天宝14年(755年)撰)

イ;御 撰 『韻英 』5巻(『 唐 会要 』 天宝14年4月

ウ;改 撰 『韻 英 』5巻(『 集 賢記 』 旧 韻439に151を 新増 、計580.分 析至細)

エ;陳 廷 堅撰 『韻英 』10巻(「 南 部 新書 』 天宝 時)

オ;釈 静 洪撰 『韻英 』3巻(『 階書 ・経 籍 志 』)

の5書 が あ るが 、王 国維 先生 は、 「イは 、エ に よっ てい るが 、 しか も、 こ

れ を広 め た もの に ちが い ない」 と して廷 堅 『韻 英 』 の韻 部 が 『切 韻 』 を増

加 させ た と信 じて い るが 、わ た くし(黄 淳 伯)が 『経 音 義 』 を実際 に調 査

して 見 る と韻類 は 『切 韻 』206部 よ りも少 な い 『切 韻 』 の 韻 部 を合 併 して

い るの であ って 、 ウ にあ る580部 とい う天宝 、改撰 『韻 英』 と廷 堅 『韻英 』

とは遥 か に 異 な り、 この両 書 には 固 よ り相 互 関 係 は ない ので あ る。

『経 音 義』 が採 用 した音 切 は注 の なか で 明 らか に指示 す る廷 堅 『韻 英』 に

よ って、今IIの 認識 の基 本 は 、そ れが 、 も しも張散 の書 『考声 切 韻 』 と天

宝 『韻英 』 で材 料 を徴 す る と して も、極 め て少 な く、既 に われ わ れ に手掛

りを与 えて くれ ない.や や依 拠 の推 測 が あ る だ けで あ る.王 国維 の説 を繰
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り返 し読んで 見て も疑 いが解消 され ない。 『考声切韻」 と武玄 の 『韻鐙 』

と 『韻英』の 、この3書 はほぼ同 じ性格の ものであ り、み なその当時の正

韻であ ったので慧琳 はこれ らを愛用 した ものであろ う。わた くし(黄)の

著録 した韻の 部目の結論 と、切韻系統 の韻書 のそれ とを比較 してみ て も、

王国維先生の言 う所が まだ まだはっき りしない。

2;「 韻書 説」 の 指 摘 をめ ぐって

(1)「 韻 書 説 」 で 黄 は 、前 の方 で 「慧 琳 注 で秦 音 ・呉 音 の 区 別 を言 う時

は、 『韻英 』 を持 ち出す が 『考 声切 韻 』 『韻 鐙 』 には一 度 も言 及 しない の は

不 思議 で あ る」 と言 い 、 なお 『考 声 切 韻』 もまた 、 当時行 わ れ た 『切 韻 』

系 統 の増 注本 の類 なの だ ろ うか」 とまで言 って い るが 、 この点 は正 し くな

い だ ろ う。

『韻 英 』音 であ る こ と を明示 す る場 合 が確 か にあ り、

1の10[覆 載]上 、敷 務 反 、 見 韻英.秦 音 也.諸 字書 音 、敷救 反 .呉 楚

之 音 也 。 ・ ・

12の18[堆 阜]下 、扶 久 反 、呉 楚 之音 也.韻 英 云 扶 武反 。 …

41の7[堆 阜]下 、扶 有反 、呉 楚音 也.韻 英 云 扶 武反 。 …

これ らは全 て、秦 音 にお い て 、 中古 音 の韻 図37図 唇 音 に所属 して いた も

の が 、韻 図12図 に合 流 した こ とを指 摘 す る ところで あ る。

【つ いで に付 言 す れ ば 、興 味 深 い こ とに、慧 琳 自身が こ の秦 音 に染 まっ

て い る と考 え られ る例 が あ るの で 、挙 げて お く。

92の8[纈 挙 〕説 文 、瓠 、浮 揺也 。

この注 釈 で 、 『説文 』 の 実際 はr細 、扶 揺 風 也 」 な の で あ る か ら、 「浮 」

「扶」 同音 に発 音 す る慧琳 が 、注釈 す る に当 って 、 『説 文 』 原典 を書 き誤 っ

て しまった】 ・ ・

さて 、上 記 、『韻 英 』 の よ うに明確 な指示 で は ない が 、 しか し、

(1);1『 韻 鐙 』単 用注 釈 部 分 で呉 音 に言 及す る例 が あ る。

100の8[掛 錫]古 壷 反 、 韻詮 云 掛 懸 也.呉 音怪.

[掛 ・豊]は 、 『韻 鏡』16図.2等.[怪]は 、 『韻 鏡 』14図.2等.

(1);2『 考 声切 韻 』 単 用注 釈 部 分 に慧 琳 式 反切 が用 い られ る例が多 くあ る。

「梯 」 の音 義注 に 、

14の36[梯 β登]膿 婁 反.考 声 云 陀 也.可 以登 也 。

100の3[梯 者]燈 低 反.考 声 云 .fi.也.可以登 也.古 今iF字 従 木 弟 声 伝
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文従 足非 。

の よ うな例 が あ る.こ れ らはいず れ も 『考声 』 を主 体 とした音義注であ る.

しか も、

梯(斉(平 声)韻 透 母)婁(斉 韻 厘母)

膿(斉 の上 声)韻 透 母)低(斉 韻 端 母)〈 これ らはみ な 『韻 鏡』 第13に 所属 〉

とい う実態 で 、 これ は正 し く慧琳 音 義 の個 性 そ の もので あ る.呉 音 との対

比へ の言 及 は な い もの の 、そ して 、反 切 の字 面 上 は 、14巻 の 例 と100巻 の

例 とに違 い が 見 られ るが 、 いず れ も慧琳 一般 の注音 方 法 の 個性 を示 して い

る.換 言 す れ ば秦音 を示 して い る.こ の事 実 か ら、「韻書 説 」 が 、 『考声 切

韻 』 の こ とを 『切 韻』 系 統 の韻 書 なのか と言 うこ とにつ いて は 、 いか に書

名 に 「切 韻」 が含 まれ て い るか らとい っ て賛 同 しが た い もの が あ る。

す なわ ち 、 これ は 、景審 が 「現 代 音には 『考声 切 韻 』 を採 用 した」 と言 う

もの が 、実 は機 械 的 な字 面 上 の もので は な く、秦 音 の 実 質 を示 唆 しよう と

す る こ とまで も含 ん だ言 い方 と解 釈 す る こ とを求 めて い る ので あ ろ うか 。

(2)「韻 書 説 」 で は また 、「…書 の音 注 には 、一 貫性 が 求 め られ る の に対

して 、訓 詰 に は広 く意 味 を徴 すべ き性 格 が求 め られ る」 と述 べ 、あ たか も

慧 琳 が 『韻 英 』 一書 にの み音 注 の根拠 を求め て い たか の ご と き説 明 を して

い た.こ れ も誤 った解 釈 で あ る。例 えば 、[級]に は 、金 立 反(42の16)・

金 笈 反(10の15・53の7)今 邑反(45の33)・ 今 立 反(83の17)の よ うに

音 注 の 変種 が あ り、 しか も、 これ ら反切 上下 字 ・帰 字 はみ な奇 麗 に韻 図38

図3等 所 属 韻 で あ る。す な わ ち[級]の 音価 と して示 そ う と した手段 、反

切 は一 見 、字 面 上 で は異 な るが 、実 は同 一一の言 語音 で あ る。 字面 上 は変 種

が豊 か に存 在 す るが 、実 質 は 同音 を示 す 、 とい う点 で 、 「韻 書 説 」 で 言 う

一貫 性 も、 この よ うな意 味 にお いて の一 貫性 、つ ま り秦 音 系統 の音 の指 示

とい うこ とで な けれ ば な らない。

同 じ 「韻書説」が末尾で 「『考声切韻』『韻鐙』 『韻英 』 はほぼ同 じ性 格

の ものであ り、 またその当時のjE韻 だったので慧琳がそれ らを愛用 した」

と言い直 した結論 の方が 正しいであ ろう。

王国維 は、慧琳 音義の全面的調査 を しているのではな く、 『集 賢記 』 の記

述 を根拠 に書誌的考察 を試みたのであ るか ら、黄氏が王国維の説は不明 と

い うの も理解で きる。

景審が序文で 「近 くに 『考声切韻』 ・ 『韻英』 を現代音 として採用 した」
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と言 う点 を素直 に受け止 め、これ ら韻書 が唐代秦音 を示す基準 とされた こ

とを認 めることこそ 「韻書説」 の結論で なければな らない。

3;字 書 、釈義の七書

3;1:七 書の引用次 数

景審の序文で は釈義 の七書 が、 自注 と して具体 的に次 の七書であ ると示

される。今、その引用次数 を沈兼士等編 『一切経音義引用書 索 引』(上 海

古籍 出版、1986年)の 内、希麟…の 『続一切経音義』部分 を除外 した ものに

拠 り示す。 この索引は機械的な ものであ り、『玉篇』 に採用 される 『説文』

も1次 数 とするので、注意が必要であ る。又 、玄応 の音注 も含 まれている

ので、概略の数値 と して捕 らえなければな らない.そ の ような正確 な統計

が必要であるが、次善の役 には立つ もので ある。

言い換 えれば、おそ らく景審が列挙 して いる順序 とい うものは重視 しな

ければならないだろ うとい うことになる。

顧 野王 『玉篇』

許慎 『説文』

呂沈 『字林』7巻

陽承慶 『字統』20巻

『古今正字』

r文字典説』

『開元 文字音 義』30巻

2012

12198

462

114

1621

7$4

9(15巻 ま で)

これ を成書 順 位 に並 べ 変 える と、 『説文 』(後 漢 、100年)『 字 林 』(西 晋 、

3世 紀)『 字統 』(北 魏 、5世 紀)『 玉 篇』(梁 、武 帝 、大 同9年 、543年)

『開元 文 字音 義 』(唐 、玄 宗 開元 年 間8世 紀)な ど と な る.以 上 の5書 は

『唐 書 、芸 文志 』・に も載 る もので あ るが 、他 はそ の成 書 年代 不 明 で あ る。

ち なみ に 『考声 切 韻』 の引 用 は 、3857次 。

『韻 鈴 』 の 引用 は 、308次 。

3;2『 玉 篇 』 の優 位

慧琳 『経 音義 』 で 最 も基 本 的 な字 書 と して採 用 され てい る もの は 『玉 篇』

で あ る。 『説 文』 の継 承 と発 展 と して の 『玉 篇 』 の資 料 価 値 は 、 大 島1E二

氏 『中 国語学 史』(1997年)の 指摘 に従 え ば 、1、 隷 書 の 見 出 し.2、 反

切 の提 示.3、 多 様 な字 義 の提 示.4、53種 類 に も及ぶ 多様 な典 籍 引 用.

とい う こ とにな る。 しか し、 この 『玉 篇 』 は成 書直後 、簡 文帝(550--551
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在位)に 剛 改 を命 じられ 、 あ まつ さえ宋 本 『玉 篇』 と もなれ ば 、 もはや 原

形 を留 め ぬ ほ どに簡略 化 した こ とは周 知 の もの で あ る。 しか も、そ の こ と

は幸 い に も日本残 存 の原 本 『玉 篇 』 で実体 を知 る こ とが で きる.今 、 この

原本 『玉 篇』 とそ れ に相 当す る慧琳 『経 音義 』 の 実態 を比較 してみ る こ と

にす る.()内 は筆 者 の 補注 。

ア;

「玉篇 』

[級]覇 立反.国 語(楚 語 上)、 明等 級 、以 道 之礼.買 蓬 日 、 等 級 上 下 等

差也.左 氏 伝(僖 公23年)云 、降 一級 而 辞.杜 預 日、下 階一級也.野 王案 、

階 之等 数 、 名 日級 也.礼 記(曲 礼 上)、 主 人就 東 階 、客 就 西 階.渉(拾 ・

防)級 聚 足 、連 歩 以 上、是 也.礼 記(月 令)、 又 、授 車 以 級.鄭 玄 日 、 級

次 也.史 記 秦 始 皇 、賜 爵 …級.野 王案 、官仕 自卑 之 高猶 階 梯 而升 所 以 命一

等 名為 階級 也.左 氏 伝(僖 公9年)、 加 労 、賜 … 級 、是 也.又 日、斬首 廿三級,

野 王案 、師 旅斬 賊 首一 人賜 爵 一級 、 因 名賜 首為 級 也.説 文 、糸糸次 第也.

慧琳 『経音義 』(全 部 で6例 、全 て を挙 げ る)

10の15[九 級]金w反.考 声 、階 等也.買 注 国語 云 、等 差也.鄭 注 礼記云、

次 也.説 文 、従 糸 及声.糸 音 覚.

53の7[三 級]金 笈 反.顧 野 王玉 篇 云 、級 者如 階 之 等級 也.説 文 、級 次 第

也.従 糸 音覚.

42の16[階 級]金 立 反.顧 野 王 云 、級 之等 級也.説 文 、従 糸 及声.

45の33[四 級]金 邑反.質 注 国語 云 、級 上 下 等差 也.杜 注 左 伝 云 、下 階 下

級 也.顧 野 王云 、階 之等 数 、名 日級.鄭 注礼記云 、

級 次 也.説 文 、級 、次 第也.従 糸 、及声.糸 音覚.

83の17[層 級]金 立 反.(釈 義 ナ シ)

20の32[或 級]羅 笈 反.礼 記 云 、級 次 也.左 伝 斬 首 二 十二 級.案 、 師旅 斬

首 一一一人賜 爵 一級 、 因 名賊 首 為 級也.

【この[或 級]は 、 『大 方広 仏 華厳 経 』40巻 の部 分 で そ の 第 一 巻 の 下 注

に 「前 訳六 十 巻.玄 応撰 音」 とあ る.第20巻 冒頭 に は慧琳撰音 とあるか ら、

慧 琳 が 玄応音 をそ の まま認 定 して い る ところで あ る 】

この[或 級]の 反 切 は 『二1三篇』 に似 てい るが 、他 の反切 は字 面 上の多 様

性 はあ るが 、全 て慧 琳 式 で あ るf、 ・方 、釈 義 の方 は 、 「考 声 切 韻』 「説 文 』

が付 加 され る場 合 の ほか は 、 『-K篇』 の範 囲 を出 な い こ とが判 る。
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イ;

『玉篇』

[綱]直 周反。 毛詩綱謬束薪伝 日、綱纒猶纏綿也.礼 記(明 堂位)有 虞

氏之緩 、夏后氏之綱練 、股之崇牙、周之壁翼.鄭 玄 日緩亦旋(旗)之 緩也.

夏綱其柱以練為之旛.股 人刻繕為之牙飾 、其側亦弥多飾也.広 雅 、鱈也.

纏也.礼 記 、或音吐刀反.

【鄭玄注の部分 にやや異 同があ る】

慧琳r経 音義』(全 部で3例 ある もの を全 てを挙げる)

62の46

92の6

14の16

[綱密]宙 留 反.毛 詩伝 云 、綱謬 猶 纏 綿 也.密 也.

[綱謬]宙 留 反.毛 詩伝 云 、綱謬 猶 纏 綿 也.説 文 従 糸周 声.

[綱雨]逐 留反.広 雅 、綱 纏 也.輻 也.考 声 、纏束也.従 糸周声.

或作 稀 稠 之 稠為 稠 字.於 字 義亦 通 也.

ウ;

『玉 篇』

[繊]思 廉 反.(前 半 略)

広 雅 、繊微 也.或 為 鐵 字.在 女 部.

慧 琳 『経音 義』(全 部 で20例 あ る内 、1例 だ け を挙 げ る)

15の22[繊 長]相 閻反.爾 雅 、繊微 也.説 文 、細 也.従 糸 、鐵 声 也.或 従

女作 鐵.裁 音 尖.

[繊]の 例 で は慧琳 は 『広 雅 』 とすべ き とこ ろ を 『爾 雅』 と誤 って い る.

『爾雅 』 に は この よ うな記 述 は な く、 これ は全 く 『玉 篇 』 の 記 述 を写 し取

る時 に不 注 意 を起 こ した こ とに よる。

さ ら に、 『玉篇 』 が女 部 の[熾]の 字形 も存 在 す る こ と に 言及 して い た

が 、 この 『玉 篇』 に触発 されて の記 述 が慧 琳 の 中 に も見 られ る。 ち なみ に

『説 文 』 に は[糸][女]部 で そ れ ぞれ 独 立 して記 述 す るだ けで 相互 の参照

な どには触 れ ない。

工;

『玉 篇』

[消]思 挑 反.(前 半略)

説 文 、消尽 也.蒼 頷 篇 、消 滅也.金 鉄 消 礫為 錆 字.在 金 部.

慧琳 『経 音J(全 部 で9例 あ る内 、1例 だ け を挙 げ る)

11の31[錆 減]相 揺 反.考 声 云鉗 礫也.傷 勺 反.或 作 消.蒼 韻 篇消 滅也 .

説 文消尽 也.
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以 上 、大 まか で は あ るが 、慧琳 『経 音 義』 が 原本 「玉 篇』 を利 用 して い た

こ とが 判 明 した.こ れ は景 審 が指 摘 いた とお りで あ る。

3;3字 形 の 所 拠字 書

先 ず 「玄宗 開 元文 字音 義 』30巻(『 唐 書 ・芸 文 志 』、会要 云 開元23年3月

27日)に つ いて 、『玉 海』 で は 、 「本 書 は、玄 宗撰 の 、 その序 文 で 、古 文 字

は 『説 文 』 『字林 』 が最 も品 式が あ るので あ るが 、不 足 して い る点 を 充 実

させ た.象 文 も載せ た」 な ど と紹 介 され て い る.と ころ で 、 実 際 、 慧 琳

『経 音 義』 に 『開元 文 字音 義 』 を採 録 す る と きの被 注 釈字 に は 「溝 」(8の

33)・ 「暎 」(8の25)・ 「窟 」(15の16)な ど、9例 中 に8例 は 『説 文 』 に所

載 され な い もので あ る。

次 に、 また 、 『古今 正 字』 引 用 の場 合 も同様 の理 由 に よる.す なわ ち、

1黒}14の6履 脂 反.考 声 云 黒 而又 黄也.説 文 閥.古 今 正字 云 黒也 従

黒 従黎 省.

{熱 黒}62の19履 脂 反.考 声云 黒 黄 色也.古 今 正 字従 黒黎 省声.

の よ うに 「『説 文 』 閾」 と明示 し、 この場 合 に は、 これ を 『古 今 正 字 』 で

補 充 して い る。

これ に よっ て 『開 元文 字音 義』 とい う書 物 も、注 釈 の初 め 、 『説 文 』 の不

足 を補 充す る 目的 で使 用 され た もので あ ろ うこ とが理 解 され る.景 審 の序

文 も最初 の注 釈 方針 を示 した もので あ る と考 え られ る.使 用 してい くうち、

あ ま り利用 価値 を感 じな くな り、16巻 以 降 には利 用 しな くな った の に ち

が い ない 。

また、 『説 文』 で は或 体 と して い る字 形 につ いて は 、 これ に も、 『古 今正

字』 を引 用す る.ま た 、『説 文』 が 引 用 され た うえ 『古 今 正 字 』 が 引 用 さ

れ る場 合 が あ る.こ の時 に は 、や は り字 形 に異 同 が あ り、それ を示 す 必 要

が あ っ たか らであ る 。

2の16[衰 朽]下 、 占今 正字 従 木 石声.

『説文 』 で正 字 とす るの は 、 「従 　 、 石声 」 で あ る。

ところで 、『文 字典 説 』 の引 用 は、

3の3[睡 眠]下 、説 文作 瞑.音 眠 也.従 目冥声 也.古 今 正 字作 眠.目 冥

也.従 日民 声也.

【なお 、 『説 文 』 一豪一行 本 の注 には 「臣鉱 等 日 、今 俗 別作 眠.非 是」 が あ

る】

6の16[推 徴]ド 、説 文従 微 省声 、従壬 、文 字 典説 云喩 有徳者在微賎 之問、
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朝廷 徴 召 之故 従 王 従微.

これ は 『説 文』 で は、

[徴]召 也.従 微省.壬 為徴.行 於微 而 文 達 者即 徴 之.

とあ り、『文 字典 説 』 が[王]と す る ところ を[壬]と して い て 、 大 い に

異 な る文 字説 明 で あ る。

以 上 の よ うに特 に 『古 今 正 字』 『文 字 典 説 』 『開 元 文 字 音 義 』 な どは 、

『説 文』 の 欠 を補 う 目的 で引 用 されて い る こ とが判 る 。

.4;『 玄 応 音 義 』 との 関係

開成5年(840年)9月10日 に書 かれ た 、顧(斉 之)田 の 『一 切 経 音 義 』

序 文 を見 る と、

慧琳 は疎 勒 国の 人 で不 空三 蔵(705-774)を 師 と し、経 論 に最 も精 通 し、文

字 学 も中正 で あ った こ と.100巻 、約60万 書 の 『経 音 義 』 の 著 述 を した こ

と.初 め は玄応 の音 釈 が あ ったが 漏 略 が多 か った こ と.西 明寺 の玄 暢上 人

(797--875)は 先 人 の偉業 を継 ぎ、 日夜 倦 まず努 め て いた こ と.斉 之 は 、

この暢 公 か ら、音 義 につ いて学 び 、文 字 に音 義 が あ る とい うこ とは ち ょう

ど方角 が わか らな くなっ た時 に、恵 み の灯 火が 闇 を打 ち破 って くれ る よ う

な もので あ る とい うこ とが 分 か っ た こ と.南 北 で発 音 の相違 が あ って もそ

の 意味 に差 異 が な い こ と。

な ど と書 い て い る。

そ こで 先 ず 『玄 応 音義 』(645-655間 編 集)で は 、上 に掲 げた例 は どうなっ

て い るか少 し触 れて お きた い 。

ア[級](全 例 列挙.番 号 は 『玄 応 一切 経 音 義 』 中央 研 究 院 歴 史語 言 研 究

所 専刊47.1962年 に拠 る)

531

1058

24

970

イ

315

924

[中 級]居 及反.級 次 也.謂 階 級 而升 一 級 二級 是 也.

[層 級]居 立反.説 文 、層重 累也.級 階 次 也.

[或 級]羅 立 反.礼 記 、級 次 也.左 伝 、加 労 、賜 一 級 、又 、云斬 首

二十 三級.案 、師旋 斬 首 一 人 、賜 爵 一級 、 因名賊

首為級 也.

[燧 道]音 急.級 階次 也.

[綱](全 例 列 挙)

[綱 糸蓼]直 周 反 。詩伝 日、綱　 猶纏 綿 也.

[綱糸劉 直 流 反.詩 云 、綱 謬 束 薪伝 日 、綱繹 猶 纏 綿 也.
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以 上 の こ とか ら、 『玄 応 音 義 』 も、 そ の 音 は 、 と もか く と して 、 や は り

「r:一篇 』 の 範 囲 で 作 業 が な され て い る とい う印 象 で あ る.た だ し、 慧 琳

『経 音義 』 と比 較 して一 層 、簡略 で あ る.そ のた め 、 わ れ われ の よ う に初

め に慧 琳 『経 爵義』 か ら調 査 しない こ とには 、 この特徴 も発 見 で きなか っ

た はず で あ る。

5;李 善注 『文選 』 との 関係

慧 琳 『経 音義 』 に直 接 引 く、李 善注 『文選 』(顕 慶3年 、658年)は 、郭

瑛 『江 賦 』 に あ る単語5項 目に関す る部 分 とその 他3項 目と極 めて少 ない.

一 方 、李 善 注 『文 選』 に顧 野 王 「玉 篇』 は1度 も引 用 され る こ とは ない.

(『文選 注 引 書 引得 』 〈上 海古 籍 出版社.1990年 〉 に よれ ば 、顧 野 王 『輿 地

志 』 の方 の引 用 は6次 とな って い る)

この よ うな情 況 に あ りなが ら、 なぜ 李 善 注 『文 選 』 に注 目 しな けれ ば な

らない か とい うと、 この 両書 には 、そ の音 注 ・義 注 の両 面 にお い て著 しい

対 照 的 な言 語 学 的事 象 が観 察 され るか らであ る。

5;1義 注

ア[級](全 例列 挙)

10の8a播 岳 ・西征 賦[無 等 級 以 寄言]等 級 につ い ての 直接 的 な言 及 な し

49の20b{L曄 ・後 漢書 皇 后紀 論[増 級 十 四]班 固 漢書 賛 日、元 帝 加 昭儀 之

号凡 十 四等.

50の16b沈 約 ・恩 倖伝 論[毫 隷参 差 用成 等級]左 氏伝 日 、人有 十 等.・ ・

隷 臣僚 、僚 臣僕 、僕 臣壷.

56の20b陸 僅 ・新 刻 漏銘[高 卑異級]陸 機i、漏 刻 賦 、卑 高 而 為級.

57の17b顔 延 之 ・陶徴 十 諌[蔑 彼 名級]史 記 日、賜 爵 一級.説 文 、級 、次

第也.

これ らの例 を見 た だ けで も判 明す る こ とは 、李 善 注 『文選 』 で は 、該 当箇

所 に密接 に 出典 を提 示 す る こ とで あ る.換 言す れば、慧琳 『経音義』 にあ っ

て は 、 単 なる字 書 の引 用 だけで 、 こ とを済 ませ て い る とい う こ とに な る。

5;2音 注

『古詩i'九 首』 の 内 、第 十 九 ・

29の8a[著 以長 相思 、縁 以結 不解]鄭 玄 儀礼 注 日、著 謂充之以紮也.著 、

張 慮切.鄭 玄礼記 注 日 、縁 飾 辺 也.縁 、以絹 也.
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[著]も そ うで あ るが 、[縁]に は平声 の 「與 専切.縁 由」、去声 の 「以絹

切.衣 縁 」 とが あ るの で 、 この よ うに複 数 の音 が 存在 す る時 、几帳 面 に注

意 を喚 起 して い る。

30の2b盧 誰 ・時 興[股 胎 券華 落]字 書 日、 腫垂 也.如 撞 切.

これ は[蕊]と 同音 を示 して い るが 、字 形 と意 義 に不 安 を感 じる読 者 の為

に用 意 して い る。

31の24a謝 霊 運 ・謝 臨 川[石 壁 映初 晰]説 文 日 、昭 晰 明也.之 逝 切.

今協 韻 以 為 之舌 切.

こ この 『説 文』 は[哲]に 対 す る解 字で あ る.『 広韻 』 で は 、

[哲]旨 熱切.光 也.[晰]同 上.

[哲]征 例切.星 光.

の2音 が あ り、李 善 注 もこの2音 を提 示 した.

この よ うに李 善 注 は随 時 随所 に、 区別 すべ き音 ・難 解 な音 を提 示 す るの

で あ るが 、慧 琳 の 注 内 に さ らに注 を施す ような この事 態 は 、異様 と も言 う

べ き性格 を呈 してい る。

開巻1の10「[二 儀}魚 覇 反.… 覇 、居 宜 反.」 か ら始 ま って 、巻 末 の

100の44「[書]研 結 反.浅 咬 也.従 初 声.初 、音 、樫 八 反 」 まで 、飽 くな

き注 音 熱 意 に満 ちて い る。

6;結 論 、

慧琳 は釈 義では玄応か ら 『玉篇』 を利用すれば良い ことを学んだ.ま た、

音注 では、李 善の ような様式 を、表面的 に学 んだ.上 で見た ように注音 に

は執拗 な熱意 を発揮 した。一方、釈 義では 『玉篇』1書 を中心 に、字書引

用 を繰 りかえ した.音 注 の執拗 と字書引用の淡 白さ、この ような注釈方法

はどうして生 まれたか.外 来の仏典ではいかに も、典故 を中国古典 に探 る

のは無意味だった。一方 、首都、長安音の理解者 を自認 し、長安音 こそ規

範 との意識か ら発 した ものなのであろ うか.確 か に外 国人 にとって 、先ず

発音への関心が 出発点 と してある筈 であ るが、この字義解釈 と音注 との問

にはあま りに大 きな落差 がある。又 、 自分 と同 じ境遇の非漢族 出身の後輩

へ の激励 とい う可能性 もあるか も知 れない.1980年 代の 日本 に現 われたオ

タク族のは しりの ような現象が遠 く9世 紀 の時代 にも存在 した とい う可能

性 もないではない とい うことなのか。


